
 

がん患者就労支援の取組みについて 

 
 
１ がん患者及びその家族に対する就労支援を充実させる対策一覧 

  裏面のとおり（H27.10.19現在） 

※がん患者・経験者の就労支援のあり方に関する検討会報告書、都道府県就労支援施策、本会議の意見等を参考に記載 

 

 

２ 検討の進め方 

  

■第１回会議 就労支援策の整理、検討 

 就労支援策の整理の中で、各主体が取り組むことが望ましいと考える施策でより効果

的なものについて、各委員から各立場における意見を伺う。記載のない施策は追加する。 
 
 

 
 

関係団体への意見聴取及び提言案の取りまとめ（１０月中旬） 

 記載の施策は、関係団体（委員所属団体は委員から、その他医師会、看護協会、薬剤

師会、商工団体等）に意見を聴取し、提言（案）とともに、各委員に報告を行う。 

→平成２７年１０月２６日（月）まで意見聴取を実施中。 
 
 

 
 

■第２回会議（１０月１９日）、提言の取りまとめ（１０月末頃） 

 第２回会議での意見を踏まえ、各委員の意見を聴取するとともに、関係団体の意見を

取りまとめ、各委員から意見を伺い、がん患者・経験者の就労支援策に関する提言を取

りまとめる（１０月末頃）。 
 
 

 
 

提言を受けて 

・県は、提言書を関係機関に送付し、施策の実施に向けた協力依頼を行う。 

・県で実施すべき事業については、予算化を含めた対応を検討する。 

・県は、毎年度、取組み状況を確認する（県がん対策推進計画の進捗管理と一緒に県

ホームページ等で公表する）。 

 

 

資料１ 



がん患者及びその家族に対する就労支援を充実させる対策一覧 
●既実施（一部を含む） ○実施可 ・要検討 「－」前回との主な変更点 

就労に関するニーズ・課題 
（がん患者・経験者とその家族） 

就労支援策の内容 

普及啓発・情報提供 人材の育成・活用 相談・連携体制の整備 その他 

○ がん患者・経験者（がん患者等）とその家族 

・相談先がわからない 

・職場に対して病状等が説明できない、又は伝え

にくい 

・がんや治療に伴う身体的、心理的・社会経済的な

問題がある 

 

○就労支援（社労士・ハローワー

ク情報等）相談窓口一覧の作成、

配布する仕組みの整備 

・職場に説明する支援シート又は

チェックシートの作成、提供（※） 

・がんをオープンにできる職場環境づくり 

 

●ピアサポーター（がん患

者・経験者等）の活用 

 

●相談支援センターの活用推進 

●ピアサポート体制の充実・実施 

・調剤薬局での情報提供体制の整備 

 

※「私のカルテ」の活

用等の検討（シート

の項目は以下同じ） 

○ 医療機関 

・就労継続を意識した説明、声かけが十分ではない  

・就労支援に関する知識、技量、情報が十分ではない  

・職場との情報共有が十分ではない 

・がん患者等の就労ニーズの把握が十分ではない 

 

・職場(産業医や人事担当)との連

携支援シートの作成、導入 

○医療従事者への相談窓口(が

ん相談支援センター)の周知啓発 

・医療従事者への教材提供 

 

●相談員への研修の実施 

・スーパーバイザーの育成 

○医療従事者への研修の

実施 

 

・「今すぐに仕事を辞める必要はな

い」と伝える取組みの周知徹底

（就労継続を意識した治療方針説明の強化） 

・専門家（社労士等）と連携した相談対応  

●がん相談支援センターにおける対応  

 

・土曜・休日診療の試

行的取組み 

・外見支援専門スタッ

フの配置 

●患者会等との連携 

○ 企業等 

・がんは私傷病であるため、手厚い対応が難しい 

・主治医と産業保健スタッフとの連携が十分ではない  

・がんそのものや治療の内容、仕事への影響が分

からない、相談体制、情報が十分ではない 

・柔軟な勤務制度の整備が困難 

 

●がんに対する正しい知識の普及啓発 

・がんをオープンにできる職場環境づくり 

・治療方針等に関する支援シート

の作成（医療機関と企業の情報共有）  

・産業医、保健師の業務の周知 

 

○従業員への研修 

○産業保健スタッフへの研修  

・嘱託産業医の掘り起し 

・がん患者等の人材活用 

 

・がん患者と主治医、産業保健スタッ

フが連携した病状、配慮事項の共有 

○地域窓口と連携した相談支援 

 

 

・仕事と治療の両立

を支援する就業規則

の整備と周知 

・中小企業等の経済

的負担軽減策の検討 

○ その他 （行政、労働機関､社会保険労務士会） 

・がんに対する知識が十分ではない 

・関係者間の連携が十分ではない 

・活用可能な制度の周知が十分ではない 

 

○啓発チラシやマニュアル等支

援ツールの提供(就職支援メニュ

ー等の積極的周知と活用促進） 

○社会保険・休職制度の正しい知

識の普及啓発、活用推進 

・「がん教育」への対応 

○国・行政等の取組みの情報発信 

 

○理解連携促進のための

学習機会の提供（社労士向

けセミナー各主体へ向けシ

ンポジウム） 

 

○がん患者就労支援ネットワーク会

議の設置 

○産業総合保健センターの活用促進 

・がん相談支援センターへの社労

士、労働相談員の派遣 

・ピアサポート実施団体への支援 

 
○がん就労支援可能
な社労士名簿の作成・
活用 
・がん患者等が働き
やすい職場の登録と
表彰、他の企業の取
組み紹介 
・24 時間ホットライン
の設置 

※「がん患者・経験者の就労支援の在り方に関する検討会報告書」（厚生労働省）、他の都道府県の施策、がん患者支援向上対策会議の意見を踏まえ、整理したもの。 


